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）
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福
岡
県
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定
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促
進
法
施
行
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例
施
行
規
則
の
一
部
を
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る
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会
活
動
推
進
課
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規
　
　
　
則

　

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
三
月
十
四
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
七
号

　
　
　

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
縦
覧
期
間
中
の
補
正
）

第
五
条　

条
例
第
二
条
第
六
項
の
書
面
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
補
正
書
と
す
る
。

２　

前
項
の
補
正
書
に
は
、
補
正
後
の
申
請
書
又
は
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
法
第
十
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
も
の
を

補
正
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
を
削
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
」
を
「
条
例
第
四
条

第
一
項
の
」
に
、
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
収
支
予
算
書
」

を
「
活
動
予
算
書
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
六
条
の
見
出
し
中
「
役
員
変
更
等
届
出
書
」
の
下
に
「
及
び
添
付
書
類
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項

中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す

る
。

３　

第
一
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
変
更
後
の
役
員
名
簿
に
は
、
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
県
の
区
域
内
及
び
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活

動
法
人
又
は
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
以
下
「
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
」
と
い
う
。

）
の
う
ち
知
事
が
所
轄
す
る
者
以
外
の
者
が
添
付
す
る
当
該
変
更
後
の
役
員
名
簿
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

　

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
設
立
登
記
完
了
届
出
書
及
び
添
付
書
類
）

第
六
条　

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
を
知
事
に
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
登
記
事
項
証
明
書
に
は
そ
の
写
し
一
通
を
、
財
産
目
録
に
は
副
本
一

通
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
及
び
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
定
款
変
更
届
出
書
及
び
添
付
書
類
）

第
九
条　

条
例
第
四
条
第
三
項
の
届
出
書
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
変
更
後
の
定
款
に
は
、
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
定
款
変
更
登
記
完
了
提
出
書
及
び
添
付
書
類
）

第
十
条　

法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
事
項
証
明
書
の
提
出
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る

提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
提
出
書
に
添
付
す
る
登
記
事
項
証
明
書
に
は
、
そ
の
写
し
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
七
条
第
一
項
中
「
（
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
」
を
「
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に

規
定
す
る
」
を
「
の
規
定
に
よ
る
」
に
、
「
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
法
第
二
十
五
条
第
七
項
」
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に
、
「
第
三
十
二
条
の
三
」
を
「
法
第
三
十
二
条
の
三
」
に
、
「
又
は
条
例
第
七
条
に
掲
げ
る
登
記
事

項
証
明
書
若
し
く
は
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
登
記
に
関
す
る
書
類
」
を
「
、
条
例
第
八
条
又

は
法
第
二
十
五
条
第
七
項
の
登
記
事
項
証
明
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
二

条
」
に
、
「
第
六
条
」
を
「
第
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条

を
加
え
る
。

　

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
二
十
八
条　

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の

保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
。

以
下
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
保
存
は
、
法
第
十
四
条
（
法
第
三
十
九
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
法
第
三
十
五

条
第
一
項
、
法
第
五
十
四
条
第
一
項
（
法
第
六
十
二
条
（
法
第
六
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
法
第
六
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法

第
五
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
保
存
と
す
る
。

２　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
、
前
項
の
書
面
の
保
存
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ

た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し

て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存

す
る
方
法

　

二　

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に

よ
り
読
み
取
っ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に

備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方

法

３　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に

応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し
た

形
式
で
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
し
、
及
び

書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
二
十
九
条　

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の

書
面
の
作
成
は
、
法
第
十
四
条
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
、
法
第
五
十
四

条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作
成
と
す
る
。

２　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
、
前
項
の
書
面
の
作
成
を
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
当
該
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は

磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
縦
覧
等
）

第
三
十
条　

法
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
電
子
文
書
法
第
五
条
第
一
項
の
縦

覧
等
は
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
（
法
第
五
十
一
条
第
五
項
及
び

法
第
六
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
法
第
五
十
二
条
第
四
項
及
び

法
第
五
十
四
条
第
五
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
閲
覧
と
す
る
。

２　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
、
前
項
の
書
面
の
閲
覧
に
代
え
て
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
記

録
さ
れ
て
い
る
事
項
の
閲
覧
を
行
う
場
合
は
、
当
該
事
項
を
当
該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
務
所

に
備
え
置
く
電
子
計
算
機
の
映
像
面
に
お
け
る
表
示
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
よ
り
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
六
条
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の

八
条
を
加
え
る
。

　

（
認
定
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

第
十
九
条　

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書
は
、
様
式
第
十
七
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
の
う
ち
、
法
第
四
十
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
書
類

に
は
そ
れ
ぞ
れ
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

　

（
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

第
二
十
条　

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
申
請

書
は
、
様
式
第
十
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を
準

用
す
る
。

　

（
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
定
款
の
変
更
等
）

第
二
十
一
条　

第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
法
第
五
十
二
条
第
一
項
（
法

第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
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等
に
つ
い
て
法
第
二
十
三
条
、
法
第
二
十
五
条
第
六
項
及
び
第
七
項
並
び
に
法
第
二
十
九
条
の
規
定

を
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
県
の
区
域
内
及
び
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所

を
設
置
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
う
ち
知
事
が
所
轄
す
る
者
以
外
の
者
が
、
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
る
届
出
又
は
提
出
を
知
事
に
す
る
場
合
に
適
用
す
る
。

２　

条
例
第
十
三
条
（
条
例
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
面
は
、
様
式
第

十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
代
表
者
変
更
届
）

第
二
十
二
条　

法
第
五
十
三
条
第
一
項
（
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
役
員
報
酬
規
程
等
提
出
書
及
び
添
付
書
類
）

第
二
十
三
条　

条
例
第
十
四
条
（
条
例
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
類
の
提

出
は
、
様
式
第
二
十
一
号
に
よ
る
提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
提
出
書
に
添
付
す
る
書
類
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

３　

県
の
区
域
内
及
び
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
事
務
所
を
設
置
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

等
の
う
ち
知
事
が
所
轄
す
る
者
以
外
の
者
が
、
第
一
項
及
び
次
条
第
一
項
の
提
出
を
行
う
場
合
に
は

、
前
項
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
副
本
の
添
付
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

（
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
助
成
金
の
支
給
を
行
っ
た
場
合
の
実
績
の
提
出
書
等
及
び
添
付

書
類
）

第
二
十
四
条　

条
例
第
十
五
条
（
条
例
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
書
類
の
提

出
は
、
助
成
金
の
支
給
の
場
合
に
は
様
式
第
二
十
二
号
に
よ
る
提
出
書
を
、
海
外
へ
の
送
金
又
は
金

銭
の
持
出
し
の
場
合
に
は
様
式
第
二
十
三
号
に
よ
る
提
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。
２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
書
類
の
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。

　

（
仮
認
定
申
請
書
及
び
添
付
書
類
）

第
二
十
五
条　

条
例
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
申
請
書

は
、
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。

　

（
合
併
認
定
申
請
書
）

第
二
十
六
条　

条
例
第
十
八
条
の
申
請
書
は
、
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
五
条
中
「
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
届
出
書
」
を
「
規
定
に
よ
る
届
出
」
に
改
め
、
「
様

式
第
十
五
号
に
よ
る
」
の
下
に
「
届
出
書
を
知
事
に
提
出
し
て
行
う
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を

加
え
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

２　

前
項
の
届
出
書
に
添
付
す
る
登
記
事
項
証
明
書
に
は
そ
の
写
し
一
通
を
、
財
産
目
録
に
は
副
本
一

通
を
、
そ
れ
ぞ
れ
添
え
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
中
「
に
よ
り
」
を
「
を
知
事
に
提
出
し
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
清
算
人
就
職
届
出
書
」
を
「
清
算
人
就
任
届
出
書
」
に
改
め
、
同
条
中
「

第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
事
業
報
告
書
等
の
提
出
）

第
十
一
条　

条
例
第
六
条
の
事
業
報
告
書
等
の
提
出
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
提
出
書
を
知
事
に
提
出

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
提
出
書
に
添
付
す
る
事
業
報
告
書
等
に
は
、
副
本
一
通
を
添
え
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
第
七
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
電
子
閲
覧
）

第
十
二
条　

条
例
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
ほ
か
、
知
事
は
、
直
近
三
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書

等
（
設
立
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
法
第
十
条
第
一
項
第
七
号
の
事
業
計
画
書
、
同

項
第
八
号
の
活
動
予
算
書
及
び
法
第
十
四
条
の
財
産
目
録
、
合
併
後
当
該
書
類
が
作
成
さ
れ
る
ま
で

の
間
は
法
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
第
七
号
の
事
業
計
画
書
、

法
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項
第
八
号
の
活
動
予
算
書
及
び
法
第

三
十
五
条
第
一
項
の
財
産
目
録
。
た
だ
し
、
年
間
役
員
名
簿
の
住
所
又
は
居
所
に
係
る
部
分
並
び
に

社
員
の
う
ち
十
人
以
上
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
を
記
載
し
た
書
面
は
除
く
。
）
及
び
役
員

名
簿
（
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
役
員
名
簿
を
い
い
、
住
所
又
は
居
所
に
係
る
部
分
に
つ
い
て

は
年
間
役
員
名
簿
に
同
じ
。
）
並
び
に
直
近
の
定
款
の
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情

報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
閲
覧
（
以
下
「
電
子
閲
覧
」
と
い
う
。
）
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
電
子
閲
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

「
電
子
縦
覧
」
と
あ
る
の
は
「
電
子
閲
覧
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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様
式
第
一
号
備
考
⑵
中
「次

の
書
類

」
を
「次

に
掲
げ
る
書
類

（条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
④
の
書
類
を
除
く

。

）
」
に
改
め
、
「
（法

第
10条

第
１
項
第
２
号

ロ

）
」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を
、
「
（法

第
10条

第
１
項
第
２
号
ハ

）
」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を

、
「
（法

第
10条

第
１
項
第
３
号

）
」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を
、
「
（法

第
10条

第
１
項
第
４
号

）

」
の
次
に
「
［１

部
］
」
を
、
「
（法

第
10条

第
１
項
第
６
号

）
」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を
加
え
、

「収
支
予
算
書

」
を
「活

動
予
算
書

（そ
の
行
う
活
動
に
係
る
事
業
の
収
益
及
び
費
用
の
見
込
み
を
記

載
し
た
書
類
を
い
う

。

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
九
号
中
「
（第

11条
関
係

）
」
を
「
（第

13条
関
係

）
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑴
中
「証

す
る
書
面

」
の
次
に
「
（法

第
31条
第
３
項

）
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
、
「住

所
又
は
居
所

」
を
「住

所

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑵
中
「
（条

例
第
７
条
第
１
項

）
」
を
「
（条

例
第
８
条
第
１
項

）
」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
、
「住

所
又
は
居
所

」
を
「

住
所

」
に
、
「清

算
人
就
職
届
出
書

」
を
「清

算
人
就
任
届
出
書

」
に
、
「就

職
し
た

」
を
「就

任
し

た

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑴
中
「
（条

例
第
７
条
第
２
項

）
」
を
「
（条

例
第
８
条
第
２
項

）
」
に

改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「
（第

12条
関
係

）
」
を
「
（第

14条
関
係

）
」
に
、
「住

所
又
は
居
所

」
を
「

住
所

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑴
中
「
（条

例
第
７
条
第
３
項

）
」
を
「
（条

例
第
８
条
第
３
項

）
」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「
（第

13条
関
係

）
」
を
「
（第

15条
関
係

）
」
に
、
「住
所
又
は
居
所

」
を
「

住
所

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「
（第

14条
関
係

）
」
を
「
（
第16条

関
係
）
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
⑶
中
「

次
に
掲
げ
る
書
類

」
の
次
に
「
（条

例
第
９
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
２
条
第
３
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
⑤
の
書
類
を
除
く

。

）
」
を
、
「
（法

第
34条

第
４
項

）

」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を
、
「
（法

第
10条
第
１
項
第
２
号
ロ

）
」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を
、
「

（法
第
10条
第
１
項
第
２
号
ハ

）
」
の
次
に
「
［１
部

］
」
を
、
「
（法

第
10条
第
１
項
第
３
号

）
」

の
次
に
「
［１

部

］
」
を
、
「
（法

第
10条
第
１
項
第
４
号

）
」
の
次
に
「
［１

部

］
」
を
加
え
、
「

収
支
予
算
書

」
を
「活

動
予
算
書

（そ
の
行
う
活
動
に
係
る
事
業
の
収
益
及
び
費
用
の
見
込
み
を
記
載

し
た
書
類
を
い
う

。

）
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
及
び
様
式
第
十
六
号
を
削
り
、
様
式
第
十
四
号
の
次
に
次
の
十
一
様
式
を
加
え
る
。
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


